
　
町
で
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
31
年
度

ま
で
の
「
信
濃
町
第
５
次
長
期
振
興
計

画
」
に
基
づ
き
各
種
施
策
を
推
進
し
て

い
ま
す
。
前
期
5
年
を
計
画
期
間
と
す

る
前
期
基
本
計
画
が
今
年
度
を
も
っ
て

終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
後
期
5

年
間
の
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
信

濃
町
第
5
次
長
期
振
興
計
画
後
期
基
本

計
画
を
策
定
し
ま
す
。

　
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
住
民
の
み
な

さ
ん
の
視
点
で
計
画
策
定
を
審
議
し
て

い
た
だ
く
信
濃
町
長
期
振
興
計
画
審
議

会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
年
４
回
程
度
の
会
議
に
参
加
可
能
な

方
で
、
明
る
く
、
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
た
め
、
総
合
計
画
策

定
に
関
心
の
あ
る
方
の
ご
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
総
務
課
ま
ち
づ
く
り
企
画
係
ま
で

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　「
児
童
手
当
現
況
届
」
は
６
月
１
日
現

在
の
家
族
の
状
況
な
ど
を
把
握
し
、
児

童
手
当
を
引
き
続
き
受
給
す
る
資
格
が

あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
重
要
な
も
の

で
す
。

　
6
月
上
旬
に
関
係
書
類
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
ご
記
入
の
上
、
福
祉
係
に
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
提
出
期
限
　
７
月
31
日
木

　
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
6
月
以
降

の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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交
通
事
故
の
「
も
し
も
」
に
備
え
て
・
・
・

交
通
災
害
共
済
の
申
込
み
を
受
付
中

共済

正
し
い
重
さ
を
量
り
ま
し
ょ
う

「
は
か
り
」
の
定
期
検
査
を
お
忘
れ
無
く

検査

　
商
品
の
売
買
に
使
用
し
た
り
、
各
種

の
証
明
行
為
に
使
用
す
る
「
は
か
り
」
を

ご
使
用
の
方
は
、
２
年
に
１
回
の
定
期
検

査
を
受
け
る
こ
と
が
計
量
法
に
よ
り
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
日
程
　
６
月
18
日
水

■
時
間
　

9
時
～
12
時
／
13
時
～
15
時

30
分

■
場
所
　
総
合
体
育
館

■
検
査
料
　
電
気
式
１
４
０
０
円
～
／

電
気
式
以
外
２
５
０
円
～
／
分
銅･

お

も
り
１
０
円

交
通
災
害
共
済
は
、
交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
方
を
救
済
す
る
た
め
に
、
み
な
さ

ん
と
町
が
一
緒
に
な
っ
て
助
け
合
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
共
済
で
す
。

定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
「
は
か
り
」
を
お
使
い
の
方
は
、
必
ず
2
年
に
1
回

の
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

中
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
児
童
手
当
を
支
給
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
「
現
況
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

６
月
以
降
、
児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
現
況
届
が
必
要
で
す

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

手当

軽
自
動
車
税
の
減
免
条
件
に
該
当
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は
6
月
23
日
ま
で

軽自

「
信
濃
町
第
５
次
長
期
振
興
計
画
」
の
後
期
基
本
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
住
民

の
み
な
さ
ん
の
視
点
で
審
議
い
た
だ
く
審
議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

信
濃
町
第
５
次
長
期
振
興
計
画
後
期
基
本
計
画
を
策
定
す
る
た
め

長
期
振
興
計
画
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

募集

問
住
民
福
祉
課 

福
祉
係 

☎（
２
５
５
）１
１
７
９

■
減
免
の
要
件

①
障
が
い
者
本
人
が
運
転
す
る
場
合
か
、

障
が
い
者
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
、
障

が
い
者
の
方
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合

②
障
が
い
者
本
人
が
所
有
、
ま
た
は
、
障

が
い
者
の
方
が
18
歳
未
満
か
、
知
的
・
精

神
障
が
い
を
持
つ
障
が
い
者
の
方
と
、
生

計
を
一
に
す
る
方
が
所
有
す
る
場
合

③
減
免
で
き
る
台
数
は
普
通
自
動
車
、

軽
自
動
車
を
含
め
て
、
対
象
者
１
人
に

対
し
て
１
台

■
申
請
場
所
：
町 

総
務
課 

税
務
係

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　
障
害
者
手
帳
等
／
運
転
者
の
運
転
免

許
証
／
車
検
証
／
印
鑑(

認
印)

／
納

税
通
知
書

■
減
免
の
申
請
期
限

　
６
月
23
日
月
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。（
軽
自
動
車
税
納
期
限
の
7
日
前
）

■
減
免
の
継
続

　
平
成
25
年
度
以
降
に
継
続
申
請
さ
れ

た
方
は
、
障
が
い
の
等
級
、
軽
自
動
車
の

買
換
え
、
普
通
自
動
車
へ
の
減
免
申
請

等
の
変
更
が
な
い
限
り
、
新
た
に
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
で
、
表
の
等
級
と
減
免
の
要
件
に
該
当
す

る
方
は
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

■
加
入
条
件
　
町
内
に
住
民
登
録
さ
れ

て
い
る
方
／
在
学
中
で
、
町
内
に
居
住

す
る
人
の
被
扶
養
者

■
共
済
掛
金
　
一
人
400
円(

中
学
生
ま
で

は
公
費
負
担)

■
見
舞
金
　
自
動
車
・
バ
イ
ク
・
ト
ラ

ク
タ
ー
・
自
転
車
・
電
動
カ
ー
ト
等
で

事
故
に
遭
わ
れ
た
場
合
、
見
舞
金
が
支

払
わ
れ
ま
す
。（
基
礎
額
２
０
，
０
０
０

円
に
入
院
1
日
２
，
０
０
０
円
・
通
院

1
日
１
，
０
０
０
円
を
加
算
。
た
だ
し

事
故
内
容
に
よ
り
金
額
が
変
動
し
ま
す
）

■
申
込
み
　
庶
務
係
ま
で(

加
入
促
進

の
た
め
、
6
月
上
旬
に
地
区
の
の
う
さ
い

部
長
が
申
込
書
を
持
っ
て
訪
問
し
ま
す)

■
ご
注
意
　
事
故
後
、
見
舞
金
の
請
求

を
し
て
い
な
い
方
は
、
事
故
日
か
ら
2
年

以
内
に
請
求
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

町
民
世
帯
の
負
担
軽
減
や
町
内
の
消
費
喚
起
を
目
的
に
、
20
％
プ
レ
ミ
ア
ム
付

き
地
域
振
興
商
品
券
を
7
月
中
旬
に
販
売
し
ま
す
。

　
平
成
26
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
で
増
え
た
町
民
世
帯
の
負
担

を
減
ら
し
、
町
内
の
消
費
喚
起
を
目
的

に
20
％
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
地
域
振
興
商

品
券
を
販
売
し
ま
す
。
購
入
方
法
等
の

詳
し
い
情
報
は
、
広
報
７
月
号
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
発
売
時
期　

７
月
中
旬

■
購
入
・
使
用
資
格
　
信
濃
町
に
居
住

し
て
い
る
町
民
の
世
帯
等
を
予
定

■
商
品
券
利
用
可
能
店　

信
濃
町
商
工

会
加
盟
店

20
％
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き

し
な
の
ま
ち
地
域
振
興
商
品
券
７
月
に
発
売

予告

問
産
業
観
光
課 

商
工
観
光
係
☎
（
２
５
５
）
３
１
１
４

問
総
務
課
課 

ま
ち
づ
く
り
企
画
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
０

問
総
務
課 

税
務
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
１

■減免対象となる障がい等級
運転者の区分

本人 本人以外

身
体
障
が
い
者

視 覚 1～ 4 級

聴 覚 2・3 級

平 衡 3 級

音 声 3 級※ －

上 肢 1・2 級

下 肢 1～ 6 級 1～ 3 級

体 幹 1～ 3 級
・5 級 1～ 3 級

脳
原
性

上 肢 1・2 級

移 動 1～ 6 級 1～ 3 級

心臓／じん臓／
呼吸器／膀胱／
直腸／小腸

1級・3 級

免疫／肝臓 1～ 3 級

知的障がい者 総合判定 A

精神障がい者 1級

※喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る

問
総
務
課 

庶
務
係
☎（
２
５
５
）３
１
４
３

問
産
業
観
光
課 

商
工
観
光
係  
☎（
２
５
５
）３
１
１
４

問
長
野
県
計
量
検
定
所
検
定・検
査
課
☎
０
２
６
３（
４
７
）４
０
０
６

①応募資格
20 歳以上の人で、町の他の審議会などの
委員になっていない方

②募集委員数　4 名程度

③任期
平成 26 年度中（計画策定までの間）

④募集期間
6 月1日日～ 6 月10 日火

（郵送の場合は当日消印有効です）

⑤応募方法
役場窓口（まちづくり企画係）または町ホー
ムページ（http://www.town.shinanomachi.
nagano.jp/）「総合案内 > 各種計画 > 第５
次長期振興計画」にある応募用紙に必要事
項を記入の上、総務課まちづくり企画係に
提出してください。

⑥選考方法
書類選考とさせていただきます。

信濃町役場 ☎ 255-3111　http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/
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